
令和２年度第４回守谷市保健福祉審議会 

書面協議結果説明書 

 

◎諮問事項№１ 守谷市障がい者福祉計画（第３期）・守谷市障がい福 

祉計画（第６期）・守谷市障がい児福祉計画（第２期）（案）について 

 

原案のとおり承認        … １８名 

意見を付して原案のとおり承認  … ５名 

回答を辞退           … １名 

 

〇委員の意見等（概要） 

【意見１】 

P69【取組】「製品の展示・販売機会の確保」で「取組の方向性」

としては拡大と示されていますが，コロナ禍やインフルエンザなど

感染症，デジタル社会に向けてネットなど活用し販路を広げる等，

具体的な回数，数値があると前向きな表現になると思います。 

   【回答】 

    各年度における事業計画において，対応したいと思います。 

 

【意見２】 

事業所数の確認をお願いします。 

P.67では就労移行支援事業所が5箇所、P.69では就労継続支援B型

が4箇所，守谷市HP「障がい福祉サービス及び通所支援事業一覧」の

「障がい福祉サービス事業者」では、就労移行支援が4箇所、就労継

続支援B型が5箇所となっています。 

【回答】 

 市ホームページの情報は随時更新を行っていますので，事業者数

の相違が生じますが，原案通りの記載とさせていただきます。 

なお，資料編において，令和３年１月末現在の福祉サービス事業

所に関する情報を掲載しています。 

 

【意見３】 

内容に取り上げてある事項に関して少しでも前進するように取り

組んでいくことを望みます。 

 

 

 

 

 



【意見４】 

P60の難病の指定症病数をアップデートしてください。 

【回答】 

 P60の【現状と課題】の▽現状を次のとおり，修正します。 

○ 令和元年7月1日から，医療費の助成を受けられる難病が333

疾病に，小児慢性特定疾病が762疾病に拡大されました。 

○ 令和元年7月1日から，福祉サービスの対象となる難病が361

疾病に拡大されました。 

 

【意見５】 

分科会での意見及びパブリックコメントの意見を計画に反映して

いただき，修正された「計画案」を承認いたします。 

  



◎諮問事項№２ 第８期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（守

谷市成年後見制度利用促進基本計画）（案）について 

 

原案のとおり承認        … １９名 

意見を付して原案のとおり承認  … ４名 

回答を辞退           … １名 

 

〇委員の意見等（概要） 

【意見１】 

今後，高齢者が増加していく現状が計画書で読み取れました。高

齢者の増加は避けられないことだと思いますが，健康的に生活でき

る高齢者の割合が減らないようにしていただきたい。 

P29「自分あるいは家族に認知症の症状があるか」について，「あ

るか」を「気づいているか」にした方が適切だと思われます。 

認知症に関して気づいていない人が圧倒的に多く，実際，同居し

ている家族も気づいていないので，認知症の基礎知識を周知する必

要があると思いました。 

   【回答】 

    委員のご意見のとおり，健康的に生活ができる高齢者の方々でい

ていただけるような施策展開を行ってまいりますので，引き続きご

協力いただけますようお願いいたします。 

P29については，国で統一された「介護予防・日常生活圏域ニーズ

調査」のため，文言を変更することはできない内容となっておりま

す。 

 

【意見２】 

茨城県内でも守谷市は高齢化はまだ先だと思われていましたが，

現実は高齢化に加速が進んでいると思わざるを得ません。 

事業計画を読み進めて怖いです。 

 

【意見３】 

冊子として製本された状態では問題ないと思いますが，現状（ホ

チキス止め）ではP56～57の図表が見づらいため，製本の方法によっ

ては，図表の縮小，余白の拡大などの対応が必要と思います。 

【回答】 

見開きページとなっていますので，図表が見やすくなるよう調整

します。 

 

 

 



【意見４】 

n＜100の場合，パーセントの小数点以下は意味がないので注意し

てください。 

P93～105については数値の変更等があったかどうかを説明してく

ださい。資料の保険料月額についての説明はあるものの，その他の

数値についても説明し取り消しの意味を明確にしていただきたいと

思います。 

【回答】 

n＜100の場合についての分析方法のご教示ありがとうございます。 

P93の表（１）（２）「第７期計画期間における実績と第８期計画

期間における見込」，P96の表「標準給付見込額」についての数値の

変更については，令和２年度の実績を踏まえた見込額を修正したこ

とによる変更です。 

P97の「介護保険料の段階設定及び基準額に対する保険料率」の表

において，第７，８，９段階において合計所得金額の範囲について

国が基準所得金額を改定したことに合わせ変更いたしました。 

P100の「所得段階別保険料額」の表については，５段階の月額（保

険料基準額）を4,844円から4,800円としました。 

P105の表内「有料老人ホーム」の設置数と定員数の変更は，P84の

２段目の表「特定施設入居者生活介護」の数値と重複していた部分

がありましたので改めました。 

なお，介護保険料の算出については，国や県と調整中であるため，

今後数値が変更になる場合がありますので，ご了承いただけますよ

うお願いいたします。 

 

  



◎諮問事項№３ 小児に対する医療費助成の対象拡大について 

 

原案のとおり承認        … ２３名 

意見を付して原案のとおり承認  … ０名 

回答を辞退           … １名 

 

〇委員の意見等（概要） 

【意見１】 

当初予測されなかったコロナウイルスの対策等で市の支出が増加

されたにも関わらず，市の単独事業として，小児の医療助成制度の

対象を拡大し，予算措置されたことは，大変な英断だと思います。 

    

 

  



◎報告事項７ 新型コロナウイルスワクチン接種について 

 

〇委員の意見等（概要） 

【意見１】 

コロナ禍は経済不況による働き世代や子ども・主婦など幅広い層影

響し，特に高齢者を中心に感染の不安による「コロナうつ」等も心配

されています。一刻も早い接種と市民への安心のメッセージを示して

欲しいと同時に，相談窓口など適切に対処していただきたいと思いま

す。 

   【回答】 

   ２０２０年の全国の自殺者速報値では，前年度比３.７％増の２万９

１９人で，リーマンショック直後の２００９年以来１１年ぶりに増加

しました。本市では，１１月末までで５人の自殺者が出ております（令

和元年は６人）。ご意見でありましたとおり，コロナ禍が長期化して

いることが影響を与えているといえます。 

現在，本市においては，市民の皆さまへのワクチン接種に向けて体

制の構築，医療機関との調整を進めております。今後は，ワクチン接

種に向けて情報を出していき，また，安心できるメッセージを示して

いきます。 

 

【意見２】 

コロナ禍において，守谷市内の医療事業所は円滑に行われています

か？ 

テレビ等の報道によりますと，医療従事者の方は大変な思いをされ

ていると気遣いがあります。 

ワクチン接種に至るまでにいろいろな課程があることと思いますが，

さらにスムーズに行えるよう祈っております。 

   【回答】 

市内の医療機関からは，まだまだ大変な状況にあるという声を聞い

ております。本市では，コロナ禍において，医療機関へのマスク，消

毒液や助成金などを実施してまいりました。 

今後は，医療従者へのワクチン接種に向けて，接種主体であります

茨城県と連携して進めてまいります。  

 

【意見３】 

ワクチン接種について，障がい者支援施設でもクラスターの心配は

ぬぐえませんが，優先して接種することは難しいですか（入所施設・

GHなど）。 

【回答】 

新型コロナウイルスワクチン接種順位につきましては，国で示すこ



ととなっております。現在の国が示す中には障がい者支援施設の優先

の，記載はありません。新型コロナウスイルワクチン接種順位につき

まして，国へ要望する機会がありましたら伝えていきます。 

 

【意見４】 

不安に感じることが多いので，心のケアや外出自粛による運動不足

等相談できる窓口があると良いと思います。 

孤立しがちな世代へのサポートが必要だと思いました。 

【回答】 

保健センターでは，「こころの健康」に関する相談を実施しており

ます。電話・面接・訪問で相談を受け付けております。今後も広く広

報し，孤立しがちな世代が利用しやすいように努めていきます。 

 

【意見５】 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，令和2年3月から5月まで，

学校は休校となりました。6月からの学校再開後は，市内小中学校13

校が市教育委員会と連携して，感染防止に努めてきました。その間，

子供たちが楽しみにしていた行事を中止や縮小せざるを得ない状況

となりました。新型コロナウイルスワクチンの一日も早い接種（もち

ろん安全が確認された上で）を行っていただき，以前のような学校生

活に戻れることを願います。 

【回答】 

現在，本市においては，市民の皆さまへのワクチン接種に向けて体

制の構築，医療機関との調整を進めておりますが，ワクチンの供給や

ワクチン接種の対象者など確定できていない事項が多くあります。 

今後は，国・県・取手市医師会と連携を深めて，迅速に市民の皆さん

がワクチンを接種できるように進めていきます。 

  



◎その他 

〇委員の意見等（概要） 

【意見１】 

コロナ対策として審議会も書面協議形式が数回行われました。対面

形式が当たり前ですが，これから色々なことに対応する意味でオンラ

インを含む開催を積極的に採用することを願っています。時間の節約

や介護・子育て主婦，会社員など参加しやすくなり幅広い市民との意

見交換ができると思います。 

   【回答】 

今回は書面協議により開催しましたが，流行状況を踏まえ会場にお

越しいただく方の感染対策を行い，オンラインを含む会議開催を行う

ようにしていきます。 

 

  【意見２】 

以前，ボランティアで障がいを持った方に寄り添ったことがありま

す。（計画の）アンケートでは社会の理解が進んでいないと思われて

いるようですが，話をしたい時に話を聞いてほしい等，身近なことを

望んでおられるのではないかと思います。 

 


